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第１回 横浜市保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会 議事録 

日  時 平成29年12月26日（火） 14時00分～15時15分 

場  所 保土ケ谷区役所本館３階 301会議室 

出 席 者 【選定委員】 石川委員、市村委員、志村委員、山﨑委員、渡部委員（50音順） 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴者なし）※ただし、議題２～６は非公開 

議  題 １ 会議の公開（案）について 

２ 選定スケジュール（案）について 

３ 選定の進め方について 

４ 評価基準項目（案）について 

５ 評価の最低基準（案）について 

６ 公募要項（案）について 

決定事項 ・委員長に石川委員を選出。職務代理者には、山﨑委員を指名。 

・本委員会は議題２～６を非公開、第２回選定委員会は評価記入及び審議を非公開と

決定。 

・選定スケジュールを決定。 

・評価基準項目（案）の一部を修正し、事務局と委員長で調整の上、公募要項の中で

公表することを決定。 

・評価の最低基準を決定。 

・公募要項の決定。（評価基準項目については修正内容を反映。） 

議  事 １ 開会あいさつ 

２ 自己紹介、定足数確認 

  選定委員５人中５人出席。過半数以上の出席により、本委員会は成立。 

３ 要綱等の確認 

４ 委員長及び職務代理者の選任 

  委員の互選により、委員長に石川委員を選出。職務代理者は委員長の指名により、

山﨑委員を選出。 

５ 議題 

（１） 会議の公開（案）について 

事務局の提案を審議し、事務局案のとおり決定した。 

・ 第１回選定委員会の議題２～６及び第２回選定委員会の評価記入及び審議を

非公開とする。 

（２） 選定スケジュール（案）について 【非公開】 

事務局の提案を審議し、事務局案のとおり決定した。 

・ 公募期間は平成30年１月22日から３月15日までとする。 

・ 公募期間内に応募説明会、現地見学会、質問受付、質問への回答を実施する。 

・ 第２回選定委員会は４月中・下旬に実施。詳細は、応募法人に別途連絡する。 

（３） 選定の進め方について 【非公開】 

事務局の提案を審議し、事務局案のとおり決定した。 
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（４） 評価基準項目（案）について 【非公開】 

事務局の提案を審議し、事務局案について、一部修正を行うことを決定した。 

＜事務局案＞ 

・ 全体で210点満点とし、各項目を５段階評価で採点する。 

＜承認事項＞ 

・ 運営ビジョンの配点は案の30点から40点に変更して、合計点も10点加えた220

点とする。各項目は５段階評価で採点する。 

・ 運営ビジョンの細目については、事務局と委員長で調整を行い、結果を各委員

に通知する。 

[質疑応答] 

委員長：５段階評価の考え方については各委員の主観によってしまうが、案で 

提示されている以上の判断基準はないのか。 

事務局：委員の皆様がそれぞれの立場を生かして判断してもらうことで評点を 

付けてもらうため、事務局が提示する基準はない。 

運営がはじまってから評価の時点では判断できなかった問題が生じ 

た場合には、区の管理の中で対応する。 

委員 ：運営ビジョンの項目については、常盤台ならではの課題や将来像に対 

してどのように取り組んでいくのかを示し、地域住民の期待に応える 

必要がある。現状の様式では、一般的な観点のみの記載になってしま 

う可能性があるので、細目に分けてはどうか。 

また、配点も、50点など、もっと大きくして良いのではないか。 

細目の例としては、 

・常盤台地区の特色・課題に対する認識を具体的にあげたうえで、ど

のような取組を考えているか 

・地域包括ケアシステムの推進や、高齢者、子ども、障害者支援の視

点を含めて指定管理者として行うべき取組 

・今後エリアで予定されている計画に対する考え 

などが考えられる。 

事務局：具体的なご意見を頂戴したので、配点及び細目について、他の委員の 

ご意見もうかがいたい。そのうえで、最終的には事務局と委員長で調 

整するかたちをとりたいと考えているが、いかがか。 

委員 ：異議なし 

委員 ：常盤台に住んでいる地域の人がどのようなことを望んでいるのかにつ 

いて、応募法人が具体的に記載してくれると、評価しやすい。 

委員 ：配点のバランスとして、他に5～10点の項目が多いことを鑑みると30 

点は妥当ではないかと思うが、地域特性を鑑みる必要性を考えると40 

点くらいでも良い。 

委員長：２期の選定時には運営ビジョンの項目はなかったので、重点項目だか 

らこそ、追加されているわけだが、地域性に言及する必要性を考える 

と、少し配点は増やした方が良いか。40点くらいにするか。 
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委員 ：異議なし 

（５） 評価の最低基準（案）について 【非公開】 

事務局の提案を審議し、事務局案のとおり決定した。 

・ 最低基準を配点合計の60％とする。 

・ 応募法人が１法人のみの場合であっても、その評価が最低基準を満たしていれ

ば指定候補者として選定する。 

・ 応募法人の評価が最低基準に満たなかった場合には、再公募を行う。 

（６） 公募要項（案）について 【非公開】 

事務局の提案を審議し、事務局案のとおり決定した。 

（評価基準項目については修正したものを反映する。）   

６ その他（事務局より） 

・ 議事録は、区ホームページに掲載する。 

・ 第２回選定委員会の日程については事務局案のとおり決定し、詳細な時間につ

いては別途調整する。 

資  料 資料１ 横浜市保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会 委員名簿 

資料２ 横浜市地域ケアプラザ条例（抜粋） 

資料３ 横浜市保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会運営要綱 

資料４ 横浜市保土ケ谷区における地域ケアプラザの指定管理者の候補者の選定等に

関する要綱 

資料５ 会議の公開・非公開について（案） 

資料６ 選定スケジュール（案） 

資料７ 選定の進め方について 

資料８ 指定管理者選定の評価基準項目（案） 

資料９ 評価の最低基準について（案） 

資料10 地域ケアプラザ基礎情報、公募要項の大項目 

資料11 横浜市保土ケ谷区地域ケアプラザ指定管理者公募要項、応募書類（案） 

当日資料 第２回選定委員会候補日について 

 


